
燃料電池自動車概要 

平成29年11月7日 
燃料電池実用化推進協議会（FCCJ） 
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参考資料２ 
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１．燃料電池自動車に関わる規制 

２．燃料電池自動車での安全対応 

３．自動車の開発・製造 

４．規制見直し要望の背景 



～‘05年  
FCVが世を走れる 
ための規制見直し 

～‘14年 
FCVを販売する 
ための規制見直し 

FCVを世に出した中での課題 
ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ(4万台@’20年、20万台@’25年)を想定した課題 

 
FCV量産拡大・普及のためのお客様の 
利便性向上の規制見直しが必須 

今回 

国際相互認証制度 
(UNR134)取込み 

FCVの安全性に関わる規制 

車両 
⇒道路運送車両法 

水素充填口 

減圧弁 

燃料電池車両システム 

モーター 燃料電池 高圧水素容器 

水素 空気 

水 
H 2 H 2 

高圧水素容器・付属品 
⇒高圧ガス保安法 

高圧水素容器 

付属品(容器主止弁) 

高圧水素システム 

拡大 
電気 

国交省 経産省 

１．燃料電池自動車に関わる規制 

＊従来車は国交省所管で完結 
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4 
出展)本田技研工業、トヨタ自動車ウェブサイト 

高圧水素容器 

ホンダ CLARITY FUEL CELL 

トヨタ MIRAI 

 ＜安全の考え方＞ 
 漏らさない 

国際基準に適合し認証を 

得た高圧水素容器 

 検知して止める 
万一の水素漏れを検知して元弁を 

遮断し少量の漏えいに留める。 

衝突を検知した際も同様。 

 漏れた水素を溜めない 
万一漏れた水素は車室内に侵入 

しない構造および漏れた水素が 

拡散しやすい構造に設計。 

水素検出器搭載位置 

２．燃料電池自動車での安全対応 

高圧水素容器 
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安全性 

お客様ﾆｰｽﾞ 
・先進性 ・価格 

・タイムリーに手に入る ほか 

・利便性 

・環境性能ほか 

社会への貢献 

３．自動車の開発・製造・市場での対応 

自動車のものづくりの観点 

日々改善を繰り返し続ける 

・取り扱いやすさ 

・壊れないこと(耐久、信頼性) 

・万一の際にも危険を生じないこと 

 (フェイルセーフ) 
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個別評価 

＠各部品、ﾕﾆｯﾄ 

 

全体評価 

＠車両 

改善 

個別再評価 

＠部品、ﾕﾆｯﾄ 

全体再評価 

＠車両 

改善を何度も繰り返し、製品に仕上げていく 

開発設備(ベンチ、シャシーダイナモ）、テストコース等での評価 

量産化評価
＠各部品、 

ﾕﾆｯﾄ、車両 

認可取得 

改善 改善 

自動車のものづくりの流れのイメージ 

1ﾓﾃﾞﾙを世に出すまでに通常4～6年 

開発 

量産化 

販売開始 

公道での最終確認 

３．自動車の開発・製造・市場での対応 

改善 
改善 改善 改善 

車両

企画 

販売後もお客様の声等をもとに改善を継続 

(ﾓﾃﾞﾙ中での改善、次ﾓﾃﾞﾙ企画での改善等) 

取組みの 

段階 

評価場所 

最終製品に仕上げるには非常に時間が掛かる 
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４．規制見直し要望の背景 



参考）ｶﾞｽ事業法 

国交省 
道路運送車両法 

FCV 

②製造量・方法 

①製品特性 

自動車 ｶﾞｽ製造ﾌﾟﾗﾝﾄ等 水素ST 

多(数百万台以上/年) 

連続生産 
複数工場での生産 

少～中 
ロット生産 

移動体 定置(移動しない) 

③製品切替時期 
  開発期間 
  /ライフタイム 

4～6年でﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞ 
/10～20年程度 

ﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞの頻度少 
/50年超の使用もあり＠発電ﾌﾟﾗﾝﾄ 

ﾒｰｶ(事業者)の自主保安を 
前提に自由度を確保 

車両 

FCVは両省・両法に跨る 

容器 

経産省 
高圧ガス保安法 

④販売先 
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ 

(同一製品を輸出入) 
基本的に国内 
(輸出入時は各国対応) 

⑤法規適用範囲 
公共の道路 

(開発中の車両はﾒｰｶ責任) 
公共の道路に限らず 
(全ての充填、移動、貯蔵、消費) 

⑥運用・運行責任 
*製造責任は共にﾒｰｶ 

不特定多数のﾕｰｻﾞ 
(車両所有者) 特定の事業者 
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国連規則 
(UN-R134) ≒ 

＊United Nations Regulation 
   134は水素燃料車について規定 

４．規制見直し要望の背景 



FCV 

②製造量・方法 

①製品特性 

自動車 ｶﾞｽ製造ﾌﾟﾗﾝﾄ等 水素ST 

多(数百万台以上/年)、連続生産 
複数工場での生産 

少～中、ロット生産 

移動体 定置(移動しない) 

③製品切替時期 
  開発期間 

4～6年でﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞ ﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞの頻度少 

④販売先 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ 
(同一製品を輸出入) 

基本的に国内 
(輸出入時は各国対応) 

⑤法規適用範囲 公共の道路 
公共の道路に限らず 

(全ての充填、移動、貯蔵、消費) 

⑥運用・運行責任 
*製造責任は共にﾒｰｶ 

不特定多数のﾕｰｻﾞ 
(車両所有者) 

特定の事業者 

車両 容器 要望項目 
*複数の観点にまたがる要望項目あり 

43 型式承認の合理化 

46 刻印のない試作容器を車載したFCVの公道以外 
   (ﾃｽﾄｺｰｽ等)での走行 

26 国際基準(UN-R134)に基づくFCV用高圧水素容器の 
   相互承認制度の確立 

45 高圧容器のｻｲｸﾙﾊﾞｰｽﾄ試験での品質担保手法の見直し 

48 車載用高圧水素容器等の開発時の認可の不要化 

49 FCV/CNG車に関する国交省と経産省にまたがる 
   事務手続きの合理化 

50 容器における設計上荷重を分担しないｶﾞﾗｽ繊維の解釈 

51 容器の許容ｷｽﾞ深さの基準の緩和 

52 UN-R134容器へ標章の方式の緩和 

54 容器製造業者登録の会社単位取得 

55 容器製造業者登録の更新の見直し 

47 刻印のない試作容器を車載したFCVの走行 
   (公道、申請の一元化) 

57 容器寿命の延長 

60 FCV販売終了後の補給用ﾀﾝｸの供給 

53 充填口付近のﾗﾍﾞﾙの寸法の緩和 

56 水素貯蔵ｼｽﾃﾑの型式の定義の適正化 

59 充填可能期限が経過した複合容器を搭載したFCVの 
   廃車のための移動の可能化 

安全を確保した上で 
 お客様の利便性向上・費用負担低減に関わる課題 

製造法の改善等に関わる課題 

国交省 
道路運送車両法 

経産省 
高圧ガス保安法 

58 充填可能期間中の容器を搭載しているFC産業車両用 
   電源ﾕﾆｯﾄのﾘﾕｰｽの許容 

両省・両法にまたがることでの課題 
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４．規制見直し要望の背景 


